
１ はじめに

■計画の背景
　今後、横浜市の人口は減少し、超高齢社会を迎えることが予測されています。既に一世帯あ
たり人員が縮小し、ひとり暮らし高齢者世帯が増加しています。また、子どもの出生数が減少
傾向にあります。
　こうした状況の中で、「8050 問題※１」「ヤングケアラー※２」「子育てニーズの多様化」など、
多分野にまたがる複雑化・複合化した生活課題、制度の狭間にある課題を抱える人の存在が顕
在化しています。
　さらに、家族や地域におけるつながりが徐々に希薄になる中で、様々な困りごとを抱える人
が誰にも相談できずに孤立し、問題が深刻化してしまうことも少なくありません。
（※１）80歳代の親が、引きこもり状態等にある 50歳代の子の生活を支えること。
（※２）本来、大人が担うことが想定されている家族の介護や家事などを子どもが日常的に行うこと。

■地域共生社会の実現に向けて
　こうした中、「地域共生社会」を実現していくことの重要性が高まっています。
　「地域共生社会」とは、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、
地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、
住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のことです。

■社会福祉法による地域福祉計画として策定
　市町村は、社会福祉法第 107条に基づき「地域福祉計画」の策定に努めることとされています。
　この計画では、地域住民と関係機関・団体等が協力し、地域の生活課題を明らかにします。そし
て、より良いまちづくりに向けた目標を共有し、同じ方向を見据えて、それぞれの役割に応じた取
組を進めていきます。
※ 地域共生社会の実現に向け、地域課題の解決力の強化のために、平成 30 年施行の改正社会福祉法により、それま
　 で「任意」であった計画の策定が「努力義務」となりました。

■横浜市の地域福祉保健計画の特徴
　●地域福祉に健康づくりの視点（地域保健）も含め、「地域福祉保健計画」として、一体的に策定・
　　推進しています。
　●社会福祉協議会が定めていた「地域福祉活動計画」と一体化した計画です。
　●「市計画」「区計画」「地区別計画」の三層構造とし、住民の主体的な参画を図っています。
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南区マスコットキャラクター

みなっち

南区社会福祉協議会
マスコットキャラクター
トモニー

みなみスマイルプランキャラクター

みなちゃん
桜の花びらをモチーフに
した桜の妖精です。

横浜市のキャラクター「ちふくちゃん」
の仲間の1 人。各地域で地域福祉保健
計画の活動が広がり、仲間が増えてい
くことが、みなちゃんの願いです。

「共に」歩み、「共に」福祉を
進めていきたいと願って名
づけられました。

★★キャラクター紹介★★
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■市計画と福祉保健の分野別計画との関係
　地域福祉保健計画は、地域の視点から高齢者、障害のある人、子ども・若者等の対象者や、
保健や健康に関する分野別計画に共通する理念、方針及び取組推進の方向性等を明示し、対象
者全体の地域生活の充実を図ることを目指しています。また、住民、事業者及び支援機関が協
働する基本的な事項を横断的に示すことで、地域における展開を総括する役割を果たします。
　分野別計画に掲げた事業や地域活動支援は、地域福祉保健計画と連動して取組を進めること
で対象者の地域生活の充実を図っていきます。

　なお、横浜市成年後見制度利用促進基本計画については、市計画の一部として位置づけ、一
体的に策定し推進しています。
　生活困窮者自立支援制度は、地域福祉を拡充し、まちづくりを進めていく上でも重要な施策
であるため、生活困窮者自立支援方策を地域福祉保健計画の中に位置づけて取り組むこと、と
されています（市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定について（平成 26
年３月 27 日社援発 0327 第 13 号））。横浜市では、本制度の基本理念と方向性を計画で示し、
より具体的な事項については、「横浜市生活困窮者自立支援制度業務推進指針」に示すことで計
画的に推進していきます。

２ 福祉保健に関する他計画との関係

■市計画と区計画の関係
　横浜市の地域福祉保健計画は、市計画、18区ごとの区計画と地区別計画で構成されています。
　●市計画では、計画の推進を通じて目指す目標である「基本理念」と、より具体的な方向性
　　である「目指す姿」、計画の推進にあたっての前提となる考え方である「推進の視点」を示
　　しています。
　●区計画・地区別計画では、市計画の「基本理念」と「目指す姿」、「推進の視点」を踏まえた上で、
　　区の地域特性に応じた方針・取組を示しています。

区の特性に応じた、区民に
身近な中心的計画（18区）

基本理念や市としての方向
性を示すことにより、区計
画の推進を支援する計画

市計画
区計画

区（全体）計画 地区別計画

地区の課題に対応するため、
地区が主体となり、区役所・
区社会福祉協議会・地域ケ
アプラザと協働して策定・
推進する計画
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分野別計画を横断的につなぐ
基本の仕組み

各計画の対象者の地域生活を支
えるため、地域福祉保健計画に
位置付けられた取組と連動して
進めるべき取組　等

個別法による対象者のニーズに
応じたサービス量の整備　等

横浜市成年後見制度
利用促進基本計画

横浜市生活困窮者自立支援制度業務推進指針

第５期横浜市地域福祉保健計画
横浜市地域福祉保健計画 横浜市地域福祉活動計画

【地域福祉保健計画に関係する計画】
　●横浜市自殺対策計画　　　　●横浜市子どもの貧困対策に関する計画　●横浜市教育振興基本計画
　●横浜市再犯防止推進計画　　●横浜市人権施策基本指針

〈主な福祉保健の分野別計画との関係〉

策定・推進
の支援

解決困難な
区の課題

策定・推進
の支援

解決困難な
地域の課題

横浜市地域福祉保健計画
と一体的に策定・推進

横浜市地域福祉保健計画の取組
と連携しながら計画的に推進
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平成 17年度～
第１期計画

平成22年度～
第２期計画

平成28年度～
第３期計画

令和３年度～
第４期計画

令和８年度～
第５期計画

３ 南区地域福祉保健計画とは

　南区地域福祉保健計画は、区内16連合町内会エリア（地区社会福祉協議会エリア）ごとに定
める「地区別計画」と、区域全体で定める「区全体計画」で構成されています。
　２つの計画の連携により南区全体の取組を推進し、本計画の基本理念である「区民の情（こ
ころ）が生きるまち 南区」の実現を目指します。

　地区別計画

　その地区に住む住民が主体となり、福祉保健課題を地区特性や資源を活かしながら解決して
いくために策定・推進する計画です。

　区全体計画

　区役所、区社会福祉協議会（以下、区社協という。）、地域ケアプラザ（以下、ケアプラザという。）
等が中心となり、区域全体の課題を解決していくために策定・推進する計画です。
　また、地区単位の取組だけでは解決することができない地域の課題等に対応することで、地
域課題を重層的に解決する仕組みづくりを進めます。

４ 南区地域福祉保健計画のこれまでの取組

　第１期計画が開始した平成 17年度から、「高齢者等の見守り」や「交流の場・サロン活動」、「健
康づくり・介護予防」等の取組を、地区に住む住民や地区社会福祉協議会（以下、地区社協と
いう。）、自治会町内会、福祉保健団体、区役所、区社協、ケアプラザ等の関係機関が協力して
進めてきました。

基本理念

住民の交流の場を開始

高齢者・子育てサロン開始

多世代サロン開始

元気づくりステーション開始

保健活動推進員によるウォーキング開始

子どもの居場所・食堂開始

支え合い活動開始

ちょこっとボランティア活動開始

地域での見守り活動開始

認知症カフェ開始

災害をテーマにした障害理解講座開始

見守り・早期発見の仕組みづくり

南区地域福祉保健計画で実施してきた取組

連携・協働
地区別計画

地区の皆さんが取り組む計画
　●地域特性や資源を活かしながら
　　課題を解決する取組

区全体計画
区役所、区社協及びケアプラザ
が区民と協働で取り組む計画
●区全体の課題に対する取組

基本理念や目標を実現するための取組
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南区地域福祉保健計画で実施してきた取組

連携・協働
地区別計画

地区の皆さんが取り組む計画
　●地域特性や資源を活かしながら
　　課題を解決する取組

区全体計画
区役所、区社協及びケアプラザ
が区民と協働で取り組む計画
●区全体の課題に対する取組

基本理念や目標を実現するための取組
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黄金町駅

南太田駅

井土ケ谷駅

弘明寺駅
弘明寺駅

上大岡駅

蒔田駅

大
岡
川
大
岡
川

吉野町駅

阪東橋駅

京浜
急行

横浜
市営
地下
鉄ブ
ルー
ラー
ン

南区役所

中区

磯子区

港南区

西区

保土ケ谷区

戸塚区

中村
川

中村
川

堀
割
川

鎌
倉
街
道

１ 南区を取り巻く状況

　横浜市統計データ、関係機関・団体ヒアリング（令和６年５～７月実施）、南区区民意識調査（令
和６年５月 南区区政推進課実施）等の結果に基づき、南区の様子をまとめました。

（１）地理的特徴
ア 地形
　大岡川・中村川沿いの低地エリアとその周囲を
囲むように形成された丘陵エリアから成ります。
イ 交通
　主な幹線道路は低地エリアに通っています。
　鉄道は市営地下鉄ブルーライン、京浜急行が通っており、横浜駅のほか周辺都市へのアクセ
スが良い地域です。丘陵エリアにもバス路線がありますが、一部の丘陵エリアでは自宅から交
通機関までの高低差が大きく、外出や買い物などが不便な地域もあります。

●地形図・連合町内会区域図

第５期計画が目指すものと背景第2章

社会福祉協議会をご存じですか？

ケアプラザってなんだろう？

　ケアプラザは、高齢者、子ども、障害のある人など誰もが地域で安心して暮らせ
るよう、身近な福祉・保健の拠点として様々な取組を行っている横浜市独自の施設
です。
　南区には 8か所あります。（ケアプラザ一覧 82ページ）

どんなところ？
〇福祉・保健に関する相談ができます（地域包括支援センター）
　介護保険をはじめ、様々な福祉保健相談を総合的に受けています。ケアプラザま
　で来られない人のために、自宅等への訪問相談も行っています。

〇福祉保健に関する事業やイベントを開催しています
　健康体操教室や子育てサロン、認知症サポーター養成講座など、様々な事業やイ
　ベントを開催しています。（イベントの内容や頻度は、各施設により異なります。）

〇地域の皆さんの福祉保健活動や交流の場となっています
　ボランティア等の活動をコーディネートしています。
　多目的ホールや調理室など、地域の皆さんが利用できる
　場の提供を行っています。

坂道が多くて外出が
大変な人もいるよ

①お三の宮地区連合町内会
②太田地区町内連合会
③太田東部地区連合町内会
④寿東部地区連合町内会
⑤中村地区連合町内会
⑥蒔田連合町内会
⑦堀ノ内睦町連合町内会
⑧井土ケ谷地区連合町内会
⑨南永田山王台連合町内会
⑩北永田地区連合町内会

①

⑪永田みなみ台連合町内会
⑫六ツ川地区連合自治会
⑬六ツ川大池地区連合自治会
⑭本大岡地区町内会連合会
⑮大岡地区連合町内会
⑯別所地区連合町内会

⑦堀ノ内睦町連合町内会
⑧井土ケ谷地区連合町内会
⑨南永田山王台連合町内会
⑩北永田地区連合町内会
⑪永田みなみ台連合町内会
⑫六ツ川地区連合自治会
⑬六ツ川大池地区連合自治会
⑭本大岡地区町内会連合会
⑮大岡地区連合町内会
⑯別所地区連合町内会

①お三の宮地区連合町内会
②太田地区町内連合会
③太田東部連合町内会
④寿東部連合町内会
⑤中村地区連合町内会
⑥蒔田連合町内会 ②

③

④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

①②

③

④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

01

02

国土地理院ウェブサイト「地理院地図Vector」をもとに作成

　社会福祉協議会（通称：社協）は、「誰もが安心して自分らしく暮らせる地域社会
をみんなでつくりだす」ことを目指し、地域住民や福祉関係者、企業などと協力し
て地域福祉活動を進めている民間団体です。
　神奈川県には「神奈川県社協」、横浜市には「横浜市社協」、そして南区には「南
区社協」があり、それぞれの地域で福祉の推進役を担っています。社協は、地域の
困りごとを見つけ、解決に向けて取り組む「自主性」と、多くの人々に支えられて
活動する「公共性」という二つの特徴を持っています。
　地域のつながりを大切にしながら、地域のみなさんと一緒に地域づくりを行って
いきます。
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